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アスベストの事前調査承ります！ 
アスベストの使用の疑いのある建築物を解体する際には、アスベスト使用有無の事前

調査が必要不可欠です。弊社は平成30年基安化発第0420第 1号（厚生労働省通達）

に対応した分析調査に対応可能です。詳細は下記 URL をご参照ください。 

http://www.knights.jp/knightsreport/reports/KR18003.pdf 

環境省は、建設現場における建設リサイクル法等の遵守を徹底するため、毎年、現場パトロールを

実施しており、環境部局の結果を取りまとめました。 

 

＜実施内容＞ 

2020 年 10 月～11 月において、都道府県及び政令市等の建設リサイクル法担当部局、環境部局

及び労働基準監督署の職員が建設工事現場に立入り、以下の観点で状況確認・指導等を実施

しました。 

【建設リサイクル法担当部局】建設リサイクル法の遵守状況の確認及び周知徹底 

【環境部局】廃棄物処理法、大気汚染防止法及びフロン排出抑制法の遵守状況の確認及び周知徹底 

【労働基準監督署】労働安全衛生法、石綿障害予防規則の遵守状況の確認及び周知徹底 

 

＜実施結果（環境部局 実施分）＞ 

・建設リサイクル法に基づく立入件数：1,572 件※ 

・建設リサイクル法に基づく指導：11 件 

・主な内容は、再資源化等の完了時における発注者への報告義務の不履行、特定建設資材廃棄物の

再資源化等義務の不履行に関するものであり、勧告及び命令はありませんでした。 

 

・大気汚染防止法に基づく立入件数：2,983 件※ 

・大気汚染防止法に基づく指導：715 件 

・主な内容は、事前調査結果の掲示の不備であり、命令及び告発はありませんでした。 

※双方の法律に基づき合同で実施したものもそれぞれの法律に基づく立入検査として計上。 

 

当社は、特定建築物石綿含有建材調査者による事前調査や、アスベスト分析法委員会認定

JEMCA インストラクターによる分析に対応しております。ご不明な点がありましたらお気軽に

お問い合わせください。 
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